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⚫ 脱炭素電源への新規投資を促進する制度である「長期脱炭素電源オークション」については、2025 

年8月の「第22次中間とりまとめ」により、第3回入札の応札に向けた詳細設計をまとめた。

⚫ その後、2025年10月からの事前のプロセスを経て、本年1月19日～26日に第3回応札が行われたとこ

ろであり、現在、電力・ガス取引監視等委員会（以下「電取委」という。）が応札価格の監視を行っ

ているところ。
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第3回入札の状況について

（出典）容量市場 長期脱炭素電源オークション募集要綱 （応札年度：2025年度） 2025年9月3日 電力広域的運営推進機関



⚫ 脱炭素電源への新規投資を促進するべく、脱炭素電源への新規投資を対象とした入札制度（名称「長期脱
炭素電源オークション」）を、2023年度から開始。

⚫ 具体的には、脱炭素電源を対象に電源種混合の入札を実施し、落札電源には固定費水準の容量収入を原則
20年間得られることとすることで、巨額の初期投資の回収に対し、長期的な収入の予見可能性を付与する。
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（参考）長期脱炭素電源オークションの概要

〈制度のイメージ〉

固定費 可変費

固定費水準の容量収入
（入札価格 ⇒ 落札価格）

収益の約９割を還付

卸市場・非化石市場等からの収入

落札価格の容量収入を原則20年間得る

②収入の期間

入札

X＋α年X年

建設
運転開始

運転建設 廃止
時間

建設費用、
維持費等

収入

収入は市場動向に左右され
予見可能性が低い

①投資判断時に
収入の水準を
確定させたい

②投資判断時に
長期間の収入を確定させたい

金額

〈電源投資の課題〉

〈投資判断に必要な要素〉

広域機関
脱炭素電源への新規投資を対象とした入札を実施し

落札電源・落札価格を決定する

応札

〈落札電源の収入〉①収入の水準

（※）本制度での収入＝落札価格－還付する収益



⚫ 本日の会合では、第4回入札に向けた制度の見直しについて、以下の論点について御議論いただきたい。

⚫ また、電取委では、長期脱炭素電源オークションにおける他市場収益の監視に必要な考え方について、

「長期脱炭素電源オークションにおける他市場収益の監視の在り方に関する検討会」において検討・

整理し、その結果を踏まえ、制度設計・監視専門会合において、長期脱炭素電源オークションガイド

ラインの改定の方向性について整理が行われた。昨年12月には、電取委からその内容について建議が

行われたことを受け、事務局より御報告差し上げるとともに、上記各論点に加えて、本作業部会にお

いて御議論いただきたい。

4

本日御議論いただきたい事項（第4回入札に向けた検討）

項目 論点

LNG専焼 論点① 第4回入札の募集量

蓄電池 論点② 約定方法

水素・アンモニア 論点③ 事前審査の要件
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⚫ 第103回本部会において、2026年度オークション以降におけるLNG専焼火力の追加募集については、
電力需要想定や、脱炭素電源の導入状況など、2025年度オークション後の最新状況を見極めつつ判断
することとしていた。

第103回 制度検討作業部会
（2025年5月28日）資料3-3

論点① 第4回入札のLNG専焼火力の募集量
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⚫ 火力発電は、供給力、調整力、同期化力などの重要な役割を担っている一方で、稼働率の低下や脱炭素化に向けた社会
的要請の高まりなど、事業リスクが増大している。こうした事業環境の中で、安定供給に必要な役割を担う火力発電の
適切な新陳代謝を促しつつ必要な量を確保するためには、投資を政策的に後押しする必要がある。

⚫ 特にLNG火力については、第7次エネルギー基本計画において、電源の脱炭素化に向けたトランジションの手段として
活用する必要があるとされており、需給バランスの将来動向も見ながら、将来的な脱炭素化を前提とした新設・リプ
レースを一層促進することとされている。

⚫ 長期脱炭素電源オークションにおけるLNG専焼枠については、初回オークション（2023年度）では募集量を2023－
2025年度の３年間で600万kWとしていたが、落札結果や電力需要が増加傾向となる見通しが示されたことを踏まえ、
第2回（2024年度）、第3回（2025年度）では計約400万kWの募集量とした。

⚫ 他方、電力広域的運営推進機関が公表した将来の電力需給シナリオに関する検討会の報告書においては、2040年にお
いて需要が11,000億kWhへ拡大するシナリオ※では、厳気象などを考慮した一定の予備率確保を前提とすると、経年
火力3,900万kWを全てリプレースしてもなお、必要な供給力が1,300万kW不足する結果となっている。

⚫ こうした需給バランスや脱炭素技術の進展の不確実性を踏まえれば、LNG火力の新設・リプレースは当面不可欠であり、
長期脱炭素電源オークションにおいて、LNG火力への電源投資を促進していくため、LNG専焼火力の募集を第4回
（2026年度）以降も当面の間は継続することとしてはどうか。

⚫ その上で、第4回以降のLNG専焼火力の募集量や募集を継続する期間については、2025年度のオークション結果も踏
まえ、次回以降ご議論いただくこととしたい。

⚫ なお、LNG専焼火力については、引き続き2050年のカーボンニュートラルの実現を前提としており、応札事業者には
今後とも脱炭素化ロードマップの作成を求め、その内容を公表することが妥当ではないか。

論点① 第4回入札のLNG専焼火力の募集量

※資源エネルギー庁が提示している見通しでは、2040年度の電力需要は0.9～1.1兆kWh程度とされている。
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（参考）第7次エネルギー基本計画（抜粋）

３．脱炭素電源の拡大と系統整備
（４）火力発電とその脱炭素化
②ＬＮＧ火力発電

ＬＮＧ火力は、石炭・石油火力と比べて温室効果ガスの排出量が少なく、将来的な水素の活用やＣ
ＣＵＳの導入などによる脱炭素化が可能である。経済性に劣る火力の休廃止等が進みつつも、電力需
要の増加が見込まれる中、電力の安定供給のために必要な火力供給力を維持・確保し、需給両面での
将来的な不確実性に備える観点からは、電源の脱炭素化に向けたトランジションの手段としてＬＮＧ
火力の活用は必要である。実際、海外においても、電力の安定供給の確保のため、ＬＮＧ火力を活用
する動きが進んでいる。

こうした中、我が国においても長期脱炭素電源オークションを通じて、将来的な脱炭素化を前提と
したＬＮＧ専焼火力の新設・リプレースを促進している。今後も更に火力の供給力を確保する観点か
ら、需給バランスの将来動向も見ながら、ＬＮＧ火力の将来的な脱炭素化を前提とした新設・リプ
レースを一層促進する。さらに、水素や ＣＣＵＳ等を活用したＬＮＧ火力の脱炭素化についても、長
期脱炭素電源オークショ ン等を通じて促進する。水素を活用した発電について、燃焼器の技術開発や
発電実証をグリーンイノベーション基金も活用しながら進めており、国内外の市場獲得も睨みながら
社会実装を目指していく。 
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（参考）将来の電力需給シナリオに関する検討会の報告書①

• 将来の電力需給シナリオに関する検討会では、需要及び供給力それぞれ一定の幅を持ったモデルケースを設定した上

で、その組み合わせによる需給バランスを複数のモデルシナリオとして提示。

• 2040年において需要が11,000億kWh（2019年比1.2倍）となるシナリオでは、GX/DXの進展に伴う需要増加と

連動して再エネも2019年比2.5倍まで増加、また 原子力についてはkWh比率20％と設定。

出典：将来の電力需給シナリオに関する検討会の報告書（2025年７月９日）
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（参考）将来の電力需給シナリオに関する検討会の報告書②
⚫ 2040年において需要が11,000億kWhとなるケースでは、経年火力3,900万kWを全てリプレースしてもなお、供
給力が1,300万kW不足する結果となった。

⚫ なお、本検討会における火力モデルケースでは、既に公表されている電源の新設・廃止などを考慮した上で、経年
火力については、過去実績を踏まえて経年45年で廃止と設定され、大ケースではそれらがリプレースされるものと
して設定されている。

出典：将来の電力需給シナリオに関する検討会の報告書（2025年７月９日）
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論点② 蓄電池の要件の強化

⚫ 第3回入札では、蓄電池の事業規律を強化するため、サイバーセキュリティの強化や、セルの供給源の
多角化の措置を講じたところ。

第103回制度検討作業部会
（2025年5月28日）資料3-3
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論点② 蓄電池の約定方法

⚫ 第3回入札では、セルの製造国は分散化する見込みだが、特定国のメーカーが様々な国でセルの製造工
場を保有していることから、特定国メーカーのセルを採用する蓄電池が大宗を占める見通しであり、
引き続きサプライチェーン途絶リスクが高い状況にある。

⚫ 蓄電池の安定供給確保を図るためには、蓄電池の部素材を含めたサプライチェーン強靱化の取組を
行っているメーカーが製造する蓄電池を導入していく必要がある。

⚫ 経済安保推進法※に基づき特定重要物資に指定されている蓄電池について、その安定供給確保を図ろう
とする事業者は、同法に基づき、安定供給確保のための取組に関する計画（供給確保計画）を作成し、
経済産業省が策定した「蓄電池に係る安定供給確保を図るための取組方針」に基づき蓄電池のサプラ
イチェーン強靱化等の貢献が十分に期待できる計画が認定されているところ。

※経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和４年法律第４３号）

⚫ 第4回入札では、この仕組みを活用し、蓄電池の供給確保計画について経済安保推進法の認定を受けて
いるメーカー（当該メーカーが株式・持分50％超の支配力を持つ国内外の子会社・孫会社を含む。）が製造するセルを使
用する蓄電池の案件を優先的に約定することとしてはどうか。

※取組方針ではリチウムイオン蓄電池のみを対象としているため、優先約定するのはリチウムイオン蓄電池（及び揚水リプレース等案件）のみとする。

※これに伴い、第3回入札で導入したセル製造国30％制限ルールは、リチウムイオン蓄電池については適用しない。

⚫ また、蓄電池への事業規律として、サイバーセキュリティ（JC-STAR★１）やサプライチェーン強靱
化（経済安保法の認定）以外に、考慮すべき要件はあるか。

優先約定のイメージ
✓ 募集上限の範囲内で、「リチウムイオン蓄電池の認定案件」と「揚水リプレース案件」をまず価格が低い順に（上限価

格以下の範囲で）落札していく。
✓ それだけで募集上限が埋まらない場合に、「リチウムイオン蓄電池の非認定案件」を価格が低い順に落札していく。



（参考）経済安保推進法に基づく支援スキーム（蓄電池）

NEDO

①供給確保計画の申請

②計画の認定

※1 蓄電池・部素材・製造装置の設備投資及び技術開発を支援。
補助率は、設備投資は最大1/3、技術開発は最大1/2。 

（製造装置のうち中小企業については設備投資1/2補助）

事業者

◼ 供給確保計画
の作成

◼ 交付申請書
の作成

③助成金※1の交付申請

④交付決定

◼ 供給確保計画を認定
 ・取組方針への適合性等を審査

◼ 認定事業者への支援内容を決定
・NEDOからの助成金の交付、等

経済産業大臣

事業開始

助成金の交付

＜経済安全保障法での計画認定のスキーム＞

※詳細については、経済産業省HPの「経済安全保障推進法」をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/index.html

①対象品目（リチウムイオン電池及びそ
の部素材・製造装置等）

②取組内容（設備投資・技術開発）
③先端性
④規模（車載用3GWh/年 以上、

定置用300MWh/年 以上など）
⑤人材確保・育成
⑥国内の蓄電池サプライチェーン強靱
化・国内経済への寄与

⑦脱炭素及び成長市場への対応
⑧供給安定性
⑨取組を行うべき期間・期限
⑩実施体制
⑪需給ひっ迫時の対応
⑫供給能力の維持強化のための継続投

資・研究開発
⑬技術流出防止措置

＜計画認定の要件＞

※蓄電池に係る安定供給確保取組方針 第3章より

安定供給確保支援基金 設置

⚫ 「経済安全保障推進法」及び「蓄電池に係る安定供給確保取組方針」に基づき、蓄電池の安定供給確保を図ろうとする
者は、その実施しようとする蓄電池等の安定供給確保のための取組に関する計画（供給確保計画）を作成。

⚫ 事業者は供給確保計画を経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができた場合、支援を受けることが可能。

⚫ 国内基盤の更なる拡充を図るべく、2026年2月17日に第６弾の認定を実施。今後、第７弾の募集を実施していく。
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論点③ 水素・アンモニアの事前審査の要件

⚫ 水素・アンモニアについては、政策的意義及び実現可能性の高い案件間での競争を担保するため、燃
料サプライチェーンに係る事前審査を行うこととしており、具体的な事前審査の要件は、別の審議会
で検討することとしている。

第103回制度検討作業部会
（2025年5月28日）資料3-3



論点③ 水素・アンモニアの事前審査の要件
⚫ 具体的には、2月18日の水素・アンモニア政策小委員会において、以下のような議論が行われていると

ころ。

➢ 長期脱炭素電源オークションでも、（水素・アンモニアの「価格差に着目した支援制度」の根拠法
である）水素社会推進法で計画認定される案件に匹敵する案件が選ばれる仕組みが望ましい。

➢ 長期脱炭素電源オークションにおける参加要件として、水素社会推進法の予備審査への適合を求め、
事前審査を行う。（長期脱炭素電源オークションで落札後に、水素社会推進法の認定を行う。）

➢ 予備審査は、価格差に着目した支援制度の評価項目をベースにした基準とする。

⚫ 今後、事前審査の詳細が固まったところで、改めて御報告させていただく。

（出典）第15回水素・アンモニア政策小委員会（2026年2月18日）資料２ 14
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⚫ 「長期脱炭素電源オークションにおける他市場収益の監視の在り方に関する検討会（以下「検討

会」）」及び「制度設計・監視専門会合」での整理を踏まえ、昨年12月に、「長期脱炭素電源オーク

ションガイドライン」の改定について、電取委から経済産業大臣宛てに建議された。

（出所）2025年12月17日 電取委プレスリリース 「長期脱炭素電源オークションガイドライン」の改定の建議について

論点④ 電取委における建議



16

⚫ 建議における主な改定内容は以下のとおりだが、いずれも適切と考えられることから、建議のとおりガ

イドラインの改定を行うこととしてはどうか。

➢ 相対契約に対する規律における「市場価格規律」について、例外的に市場価格の水準に比して不当に低くない水

準以下の価格を認めるケースとして、市場参加にかかる手数料相当（0.001円/kWh程度）の金額を市場価格の

平均価格から割り引いて相対契約の価格を算定するといったケース等、合理性が認められる限定的な範囲で認め

る。

➢ 相対契約に対する規律における「無差別規律」について、社内・グループ内に小売部門が存在しない落札事業者、

又は、社内・グループ内に小売部門が存在するものの、社外・グループ外の小売のみに販売する落札事業者につ

いて、社外・グループ外同士の無差別性の評価に当たっては、社内・グループ内に小売部門が存在するが故に設

定された確認項目について除外するといった考えで、内外無差別の評価方針にある確認項目を抽出・修正し、準

用する。

➢ 他市場収益の還付の計算における「可変費」の金額の監視については、効率的かつ効果的に監視を行う観点から、

燃料費に加えて、可変費に占める割合が大きい順に合計して約９割に達するまでの費目について、複数の指標価

格や法定価格、他の落札事業者の案件における同じ可変費等を参照し、明らかに高額であるなど、特異な金額と

なっていないかを確認する。

➢ 他市場収益の監視結果の通知に係るフローや、相対契約に係る規律の監視に係るフローについて、ガイドライン

上詳細に記されていなかったことから、異議申し立てに関するプロセスを含む監視フローを明確化する。

論点④ 電取委における建議
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